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 重症心身障害児者への支援の強化・充実を図るため、地域の中核となる重症心身障害児者支援センターを設置し、
市町村・事業所等への支援、医療機関との連携等を行い、地域全体における重層的な支援体制の構築を図る取組みを
進める都道府県・指定都市・児童相談所設置市に対して補助を実施する。 

※将来的には、全ての都道府県・指定都市・児相設置市の設置を目指す 

重症心身障害児者支援体制整備モデル事業（平成27年度イメージ）    
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             ○ 都道府県全体の支援体制構築 
             ○ 市町村・広域のバックアップ 
             ○ スーパーバイズ機能 
               ・市町村、事業所等の支援 
               ・新規資源の開拓（既存施設、インフォーマル・サービス等） 
               ・地域住民に対する情報提供 
             ○ 重症心身障害児者支援者とコーディネーターの育成・登録管理 

 ・特別支援学校  
  ・訪問教育 
教
育 

救命救急センター・ 
小児専門病院 

小児科診療所 
・在宅療養支援 

診療所 

重症心身障害児者支援
スーパーバイザー（仮称） 

在
宅
重
症
心
身
障
害
児
者 

サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
の
利
用 

（自立支援）協議会 
子ども関係の部会 

市町村 
担当課 

障害福祉 
サービス 
事業所 

資料６ 

http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file159.htm
http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file177.htm
http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file151.htm

